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「広報ひろさき」録音版の配布を希望する人は
 障がい福祉課（☎ 40-7036）まで。

「広報ひろさき」をアプリで読めます！
「マチイロ」で検索（iOS・Android 対応）

No.384

　

まん延防止等重点措置適用中
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策にご協力を

市の施設の使用制限

●原則中止または延期（オンライン開催を除く）

● 不特定または多数の市民などが使用する市の施
設は原則休止
● 既に予約済みで、利用者側で中止・延期等の見
直しが困難な場合は、市（施設管理者）および
利用者が万全の対策を講じた上で使用

● 児童生徒本人および教職員本人や同居家族に風
邪症状がみられる場合に休ませることの徹底
●学校行事等の原則中止・延期
●部活動の禁止

■問い合わせ先　地域医療課（☎37-3788）

※広報ひろさきにこれまで掲載した、上記の期間中
（またはその前後）のイベント・行事などの多く
に、中止・延期・内容変更等が発生しています。参
加または申し込みをする場合は、記載されている問
い合わせ先に事前の確認をお願いします。

実施期間　１月20日（木）～２月28日（月）

普段の生活でも、人と人との接触機会を減らすことが重要です。市民一丸となってこの難局を乗り越えるため、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　上記のお願いに加え、市では、次の感染拡大防
止対策を実施しています。

※引き続き、基本的な感染防止対策（マスク着用、手洗い、手指消毒など）の徹底をお願いします。

　市の対応状況など、コロナ関連の最新情報を、弘前市新型コロナウイルス感染症対策特設ページ
に掲載しています。QR コードまたは「弘前市　コロナ」で検索してアクセスを。

市民・事業者の皆さんへのお願い

市立小・中学校の対応

市のイベント・行事等の
開催制限

① 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出自粛
② 不要不急の都道府県をまたぐ旅行などの自粛
③ 飲食店等の利用は同一グループの同一テーブル４人以内で
④  夜８時以降、飲食店等（宅配・テイクアウトを除く）にみだりに出入りしない
⑤ 在宅勤務（テレワーク）、休暇取得の促進


